
鹿児島県豚熱等緊急防疫対策会議

令和７年11月２０日
農政部家畜防疫対策課

本日の内容

（１）霧島市の野生イノシシにおける豚熱感染事
例について

（２）国内の豚熱発生状況及び野生イノシシの
豚熱検査状況について

（３）侵入防止対策について

（４）その他

（１）霧島市の野生イノシシにおける
豚熱感染事例について
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霧島市の野生イノシシにおける豚熱感染事例について

11/17 地域住民から死亡した野生イノシシ発見の通報
成獣，メス，体長85cm，体重15kg

県内初発

11/19 豚熱野外株陽性と判定
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霧島市の野生イノシシにおける豚熱感染事例について

11/18 地域住民から死亡した野生イノシシ発見の通報
成獣，メス，体長110cm，体重25kg

県内２例目

11/20 豚熱野外株陽性と判定
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4

2例目

宮崎県
13・14例目

半径10㎞

本県の陽性事例
養豚場
ワクチン散布候補地点
宮崎陽性地点

県内２例目 死亡野生イノシシ陽性

約3.5km

1例目

半径10㎞

霧島市の野生イノシシにおける豚熱感染事例について 4

霧島市の野生イノシシにおける豚熱感染事例について

本県の対応

（１）発生情報の周知 (11月19日～）

（２）県内の養豚場における異常の有無を確認（11月18日～）
・ １例目の10km圏内の10農場については，異状の無いことを確認済み
・ 上記以外の県内農場については，異状の有無を確認中

（３）県内の養豚場における防護柵の再点検など飼養衛生管理の徹底を指導
（11月19日～）

(４)県豚熱等緊急防疫対策会議の開催（11月20日 15：30～）

（５）野生イノシシに対する豚熱経口ワクチンの散布（散布地点を協議中）

（６）豚等の移動制限・搬出制限は行わない。
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（２）国内の豚熱発生状況及び野生イノシシ
の豚熱検査状況について
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豚熱の発生状況 （養豚＋野生イノシシ）
7

R7.10.22時点

   ・青森県 9頭    ・埼玉県 190頭    ・岐阜県 1,719頭    ・和歌山県 160頭    ・高知県 58頭

   ・岩手県 249頭    ・東京都 27頭    ・静岡県 627頭    ・鳥取県 81頭    ・福岡県 15頭

 　・宮城県 317頭    ・神奈川県 122頭    ・愛知県 205頭    ・島根県 160頭    ・佐賀県 116頭

   ・秋田県 19頭    ・新潟県 96頭    ・三重県 1,235頭    ・岡山県 61頭    ・長崎県 18頭

   ・山形県 202頭    ・富山県 185頭    ・滋賀県 410頭    ・広島県 61頭    ・宮崎県 20頭

   ・福島県 153頭    ・石川県 119頭    ・京都府 129頭    ・山口県 97頭

   ・茨城県 442頭    ・福井県 250頭    ・大阪府 23頭    ・徳島県 55頭

   ・栃木県 183頭    ・山梨県 95頭    ・兵庫県 205頭    ・香川県 55頭

   ・群馬県 390頭    ・長野県 358頭    ・奈良県 58頭    ・愛媛県 14頭

8,988頭（41都府県）

野生いのししの豚熱陽性事例



和歌山県初発
（62例目）

栃木県初発
（66例目）

東京都初発
（85例目）

兵庫県初発
（87例目）

滋賀県初発
（72例目）

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

○2018年９月の岐阜県での発生以降，2４都県で計１００事例発生。これまでに約４３万頭を殺処分。
○2019年９月にワクチン接種を決定，10月に防疫指針を改訂，ワクチン接種開始。
○2020年９月３日にWOAH（国際獣疫事務局）が認定する豚熱の清浄国ステータスを消失。
○群馬県，山形県，三重県，和歌山県，奈良県，栃木県，山梨県，神奈川県，滋賀県，茨城県，兵庫県，岩手県，

新潟県，愛媛県，千葉県といったワクチン接種県においても発生。

ワクチン接種
開始(10月)

ワクチン接種
地域拡大(12月)

清浄国
ステータス消失

（9/3）
九州ワクチン
接種(9月)

千葉県初発
（97例目）

群馬県

（100例目）

岐阜県で
初発生

愛知県
初発

(8例目)

三重県(32例目)
福井県(34例目)

初発

埼玉県(41例目)
長野県(42例目)

初発

山梨県
初発

(49例目)

沖縄県
初発

(52例目)

群馬県
初発

(59例目)

和歌山県
初発

(62例目)

山形県
初発

(60例目)

ワクチン接種により発生速度減

栃木県
初発

(66例目)

茨城県
初発

(78例目)

神奈川県
初発

(69例目)

滋賀県
初発

(72例目)

宮城県
初発

(75例目)

奈良県
初発

(63例目)

東京都
初発

(85例目)

兵庫県
初発

(87例目)

佐賀県
初発

(88,89例目)

岩手県
初発

(92例目)

新潟県
初発

（93例目）

愛媛県
初発

（94例目）

千葉県初
発

（97例目

43
万頭

豚熱の発生状況 （養豚 発生経過 2018年～） 8

直近６ヶ月間

R7.11.12時点 R7.11.12時点

直近1ヶ月間

陽性 陰性

合計509頭の陽性確認
上位は，三重県：132頭

佐賀県：38頭
茨城県：３4頭
群馬県：33頭
宮崎県：２9頭

陽性 陰性

合計89頭の陽性確認
上位は，三重県：22頭

佐賀県：10頭
宮崎県：10頭
宮城県：6頭
群馬県：6頭

豚熱の発生状況 （野生イノシシ 発生状況）
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うち豚熱で２頭陽性

令和７年11月２0日現在

豚熱・アフリカ豚熱
検査頭数

年度

１５１頭R３

３０５頭R４

３８６頭R５

４５８頭R６

376頭R７

中央

R7R6R5

568574捕獲

611死亡

北薩

R7R6R5

477562捕獲

010死亡

大島

R7R6R5

000捕獲

２02死亡

南薩

R7R6R5

487466捕獲

２31死亡

肝属

R7R6R5

739865捕獲

351死亡

曽於

R7R6R5

877067捕獲

943死亡

姶良

R7R6R5

334143捕獲

1011死亡

豚熱の発生状況 （野生イノシシの検査状況 鹿児島県） 10

陽性
２頭

アフリカ豚熱 全て陰性

（３）侵入防止対策について

11



Ⅰ家畜防疫に関する
基本的事項

・衛生管理区域の設定

⇒病原体の侵入とまん延の防止を重点的

に実施

・飼養衛生管理マニュアルの作成

⇒関係者全員の取組水準を確保

・獣医師等の健康管理指導

⇒適切・効果的・効率的な取組

・埋却地等の準備

Ⅲ衛生管理区域内に
おける汚染拡大防止

・畜舎立入時の手指消毒，長靴の履き替え，

着替え

⇒病原体の持込み防止

・施設，器具，機材の洗浄・消毒

⇒器具等による病原体の持込み防止・低減

・区域内の整理整頓，ねずみ・害虫駆除

・畜舎等の施設へのネットの設置，点検，修繕

⇒野生動物による畜舎内への病原体持込み

防止

Ⅱ衛生管理区域への
病原体の侵入防止

・衛生管理区域専用の衣服，靴の設置
⇒伝播経路の遮断，交差汚染防止

・区域立入時の手指・車両等の消毒
⇒病原体の低減

・野生動物の侵入防止
⇒野生動物による区域内への病原体持込み

防止 防護柵のチェック・補修等

Ⅳ衛生管理区域外への
病原体の拡散防止

・区域外出時の手指・車両の消毒
⇒伝播経路の遮断，交差防止

・家畜の健康観察（出荷，移動等）
⇒病原体の拡散防止

・特定症状発見時の早期通報
⇒病原体の増殖防止

（３）侵入防止対策 飼養衛生管理基準の内容（抜粋） 12

（３）侵入防止対策 飼養衛生管理基準（ポイント） 13

豚舎



９か月齢～（繁殖供与）７～８か月齢０～６か月齢

繁
殖
豚

――
肥
育
豚

〇 豚熱ワクチンは用法用量及びその参考事項に従い使用
１）子豚：母豚からの移行抗体を考慮し，１か月齢前後に初回の注射を行う
２）繁殖候補豚：初回注射から６か月後に補強注射を行う
３）繁殖豚：補強注射後１年ごとに注射する

〇 肥育豚（肉用豚）は約６か月齢で出荷 ⇒ 基本的に１回接種
〇 繁殖豚（母豚）の平均供与期間は３年 ⇒ 供与期間によるが２回以上接種

出産

１～２か月齢

６か月齢

出荷

補強
注射

７～８か月齢

補強
注射
１年ごと初回

注射

6ヶ月間

＊ ワクチン接種のみでは豚熱感染を防止することが困難であることを十分に認識し，
飼養衛生管理を徹底した上での適時・適切なワクチン接種が重要

（３）侵入防止対策 ワクチン接種 ①
14

〇 免疫付与状況確認検査

繁殖豚検査：１回目接種後４０日以上
令和５年１１月～令和７年３月

肥育豚検査：初回接種母豚から生まれた肥育豚
令和６年４月～令和７年３月

１回目接種の繁殖豚では，非常に高い抗体価を保有（中和抗体価の中央値１２８倍）
その繁殖豚から生まれた子豚は移行抗体の影響を受け，繁殖豚と比較して低めの抗体価とバラつき

（３）侵入防止対策 ワクチン接種 ②
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豚熱ワクチン接種推奨地域の設定状況

令和７年11月現在
沖縄沖縄

令和７年９月，隣接県の感染状況を踏まえ，
大分県，鹿児島県が散布推奨地域に指定

○ 平成31年３月，岐阜県及び愛知県において，経口ワクチン散布を開始。
○ これまでに野生イノシシにおいて豚熱陽性が確認されている県及びその隣接県など

４２都府県で経口ワクチンを散布。
○ 九州ではこれまでに佐賀県，長崎県，宮崎県，福岡県，大分県，鹿児島県で散布

（３）侵入防止対策 野生イノシシへの豚熱経口ワクチン① 16

９月２日，宮崎県の県境近くでの野生イノシシ豚熱陽性事例を受けて，
９月４日，国は本県を豚熱経口ワクチンの散布推奨に指定。

【本県の経口ワクチン散布状況】

・ 緊急散布 １回目

令和７年９月１２日，霧島市と曽於市 ３１地点，７６０個

・ 緊急散布 ２回目

令和７年10月15日，霧島市と曽於市 ３０地点，７８０個

【九州における散布県】
国から散布推奨地域に指定されている７県
佐賀県 R6.6 長崎県 R7.2 宮崎県 R７．４ 福岡県 R7．８
大分県 R7.9 鹿児島県 R7.9 熊本県 R7.１１

輸入先国 ： ドイツ
サイズ ： 4cm×4cm×1.5cm
構成（外側）： トウモロコシ粉，ミルクパウダー等
構成（内側）： 1.6mｌの液状ワクチン（ブリスターパック）
保管温度 ： －20℃
包装単位 ： 800個/箱（200個×4袋）

箱のサイズは，40cm×25cm×31cm

（３）侵入防止対策 野生イノシシへの豚熱経口ワクチン②
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（３）侵入防止対策 野生イノシシへの豚熱経口ワクチン③
18

2例目

宮崎県
13・14例目

半径10㎞

本県の陽性事例
養豚場
ワクチン散布候補地点
宮崎陽性地点

県内２例目 死亡野生イノシシ陽性

約3.5km

1例目

半径10㎞

イノシシの検査に協力いただいている
狩猟者の方向けにもリーフレットを作成

感染を広げないために
１ 狩猟後は，移動前に靴や車両の
洗浄・消毒を

２ イノシシの解体時には使い捨て
のゴム手袋や洗浄・消毒ができる
ものを着用しましょう

３ 解体後の内臓は持ち帰り，衛生
的に廃棄しましょう

４ 帰宅後に念入りに洗浄・消毒を
・靴の裏，タイヤ回り，器具など
・洗浄の後に消毒しましょう

侵入防止対策 関係機関等への啓発① 19



外国人観光客向けに日本語だけでなく，
多言語でのリーフレットを作成しています

１ 日本への肉製品持込禁止
飲食物等 ポイ捨て禁止

２ 靴の土を落としてから来日しま
しょう（帰宅しましょう）

３ 家畜がいる施設に近寄らないよ
うにしましょう

４ 野生動物や罠・柵がある場所に
近寄らない

５ 消毒が必要な場所では指示に従
いましょう

侵入防止対策 関係機関等への啓発② 20

養豚関係者だけでなく，
登山客，観光客，猟友会等の

様々な人の協力が必要

１ 山林に立ち入った際には，靴
の泥は山で落としましょう

２ イノシシを誘引しないように，
飲食物は持ち帰って捨てましょ
う

３ 家畜がいる施設に近寄らない
ようにしましょう

４ いのししの死体を見つけたら，
管轄の自治体へ連絡しましょう

21侵入防止対策 関係機関等への啓発③



侵入防止対策 豚熱清浄化ロードマップ

目途：2035年 20４5年 20５０年
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（４）その他
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